
糸沢地区人・農地プラン

1　対象地区の現状

２　対象地区の課題

３　対象地区における中心経営体への農地の集約化に関する方針
・同地区内で新たな担い手を確保することが困難なため、ほ場整備を行い耕作条件を改善することで他地区から担い手を
呼び込む。

（備考）

・現在は中心となる経営体となる農家が一名おり、今後も営農拡大を希望しているが、地区内の離農への意向が強いこと
から地区内の担い手のみでは担い手が不足する。

・イノシシ、クマ、サル、シカによる獣害が発生している。場所によっては収穫できない農地もあり、今後も被害が増加するこ
とが予想される。

・離農もしくは規模の縮小を検討している農家が全体の半数を占めており、農業をやめたい意向が強い。　

ⅰうち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 6.99ｈａ
ⅱうち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0ｈａ

①地区内の耕地面積 20.69ｈａ
②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 15.17ｈａ
③地区内における70歳以上の農業者の耕作面積合計 6.99ｈａ

市町村名 対象地区 作成年月日 更新年月日

南会津町 糸沢 令和2年3月9日



糸沢地区人・農地プラン

４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針

〇ほ場整備への取組方針
　同地区内に、新たな担い手となる農家がいないため、ほ場整備により農地の大区画化・団地化を行い耕作条件の改善を
図ることで、他地区から担い手を呼び込む。

〇離農もしくは規模縮小を希望する農家の耕作農地
　　103筆　　79,642㎡

〇鳥獣被害防止対策への取組方針
　研修会を開催し、専門家から効果的な対策や先進地区の取り組みを学習し、被害防止活動に活用する。
　ほ場整備を実施に合わせて、被害防止策を検討し実施する。


